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※この補助金は、補助対象事業者の資金状況を安定させることにより補助事業の着実な実施を図るため、年度途中に補助金の半額を交付するものとしている（一括を希望する場合を除く）。

 その後、年度末の実績報告を踏まえ、補助金額を確定させ、確定した額が既に交付した額を超えるときには、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには期限を定めてその満た

 ない額を返還しなければならない。


